
   

  口座（キャッシュカード、通帳）の売買・譲渡は犯罪です。 

  罪名 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反 

   罰則 １年以下の懲役若しくは１００万円以下の罰金  

  

えっ！ 
本当ですか！? 
売ります！ 

こんなはずじゃ
あ・・・ 

大阪府警察 

消費者庁イラスト集 
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             より  

   全国銀行協会HP 

口座を高く  
買い取るぜ！ 

特殊詐欺 
ヤミ金融 
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